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指
定
番
号

種
別

名

称

発
行
者

(

製

作
者)

名

該
当
条
項

�����

ビ
デ
オ
ボ
ー
イ

十
月
号

〇
七
六
七
九－

一
〇

英
知
出
版

書
籍

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

�����

エ
ル
テ
ィ
ー
ン
Ｓ
ｐ
ｅ
ｃ
ｉ
ａ
ｌ

キ
ン
ダ
イ
十
月
号
増
刊
〇
二
八
二
二－

一
〇

近
代
映
画
社

�����

ト
ッ
プ
・
ス
ピ
ー
ド

十
月
号

〇
六
八
三
七－

一
〇

サ
ン
出
版

�����

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
・
タ
ブ
ー

十
月
号

一
九
六
七
三－

一
〇

三
和
出
版

�����

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
ポ
プ
リ
ク
ラ
ブ

十
月
号

一
三
八
六
五－

一
〇

晋
遊
舎

�����

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
微
熱

十
月
号

〇
九
六
六
三－

一
〇

セ
ブ
ン
新
社

�����

海
賊
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン

十
月
号

〇
二
四
六
一－

一
〇

竹
書
房

�����

Ｇ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
Ｈ

十
月
号

〇
三
七
九
七－

一
〇

����	

ド
ク
タ
ー
ピ
カ
ソ

十
月
号

〇
六
六
三
五－

一
〇

バ
ウ
ハ
ウ
ス

����


コ
ミ
ッ
ク
ま
あ
る
ま
ん

十
月
号

一
三
七
〇
一－

一
〇

ぶ
ん
か
社

�����

ミ
ス
テ
リ
ー
レ
デ
ィ
ー
ス

十
月
号

〇
八
五
〇
九－

一
〇

�����

マ
ガ
ジ
ン
・
ウ
ォ
ー

十
月
号

〇
八
三
九
七－

一
〇

マ
ガ
ジ
ン
マ
ガ

ジ
ン

第
二
千
七
十
八
号

平
成
十
四
年
九
月
二
十
五
日

(

水
曜
日)



( )

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

東
津
軽
郡
三
�
村
大
字
宇
鉄
字
家
ノ
上
三
九
の
一
、
字
流
平
三
〇
の
一

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
三
�
村

役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
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�����

Ｔ
Ｈ
Ｅ

Ｐ
Ｏ
Ｗ
Ｅ
Ｒ
Ｆ
Ｕ
Ｌ

ケ
ー
タ
イ
バ
ン
デ
ィ
ッ
ツ
十
／
一
月
号

一
三
三
二
〇－

一
〇

ミ
リ
オ
ン
出
版

�����

ア
ク
シ
ョ
ン
カ
メ
ラ
Ｊ
ｒ

ア
ク
シ
ョ
ン
カ
メ
ラ
九
月
号
増
刊

〇
一
四
五
六－

九

����	

ア
ク
シ
ョ
ン
カ
メ
ラ

十
月
号

〇
一
四
五
五－

一
〇

ワ
ニ
マ
ガ
ジ
ン

社

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

一

下
北
郡
東
通
村

平
成

��･


･




発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

東
津
軽
郡
平
舘
村
大
字
根
岸
字
小
川
二
七
番
地
前

田

廣

臣

東
津
軽
郡
平
舘
村
大
字
根
岸
字
小
川
八
五
番
地
三木

浪

昭

東
津
軽
郡
平
舘
村
大
字
石
崎
字
弥
蔵
釜
六
九
番
地
一
小
鹿

三
左
ェ
門

平

舘



( )

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ
グ
ア
サ
ヒ
青
森
中
央
店

青
森
市
大
字
荒
川
字
成
瀬
五
八
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
横
浜
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
灰
沼
字
岩
井
四
六
の
三
四

代
表
取
締
役

松
山
稔

三

意
見
の
概
要

当
該
店
舗
に
は
周
辺
地
域
か
ら
か
な
り
の
自
動
車
に
よ
る
来
店
客
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

周
辺
道
路
の
交
通
渋
滞
や
来
店
客
等
の
交
通
安
全
に
対
す
る
十
分
な
配
慮
が
必
要
で
す
。

店
舗
北
側
の
出
入
口
は
交
差
点
に
非
常
に
近
い
た
め
、
来
店
車
両
の
出
入
庫
の
際
に
他
の
交
通

へ
の
妨
げ
と
な
る
等
の
交
通
問
題
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
店
舗
北
側
か
ら
の
出
入
の
方
法

(

特
に
右
折)
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
と
協

議
し
、
出
入
口
の
位
置
を
変
更
す
る
か
、
左
折
専
用
に
す
る
等
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
観
光
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
四
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

三
内
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

青
森
市
大
字
三
内
字
稲
元
一
二
〇
の
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

三

意
見
の
概
要

当
該
店
舗
に
は
周
辺
地
域
か
ら
か
な
り
の
自
動
車
に
よ
る
来
店
客
が
あ
り
、
周
辺
道
路
の
交
通

渋
滞
や
来
店
客
等
の
交
通
安
全
に
対
す
る
十
分
な
配
慮
が
必
要
で
す
。

出
入
口
①
及
び
出
口
①
は
交
差
点
と
近
接
し
て
お
り
、
来
店
車
両
の
出
入
庫
の
際
に
他
の
交
通

へ
の
妨
げ
と
な
る
等
の
交
通
問
題
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
関
係
機
関
と
協
議
し
、
出
入
口
の
数
及
び
位
置
を
再
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
観
光
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
四
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
黒
石
店
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( )

(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人

黒
石
市
錦
町
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
の
二
五

代
表
取
締
役

原
田
昭
彦

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
観
光
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
黒
石
市
役
所

２

期
間

平
成
十
四
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
黒
石
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る
地
域
の

名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

(
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